
申
告
・
申
請

書
の
種
類
に
よ
っ
て
は
支
所
に
置
い
て
な

い
も
の
も
あ
り
ま
す
の
で
、
市
民
税
務
課

に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
と

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
対
策

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
や
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
な
ど
の
感
染
症
を
防
ぐ
観
点

か
ら
、
今
年
度
も
対
策
を
実
施
し
ま
す
。

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
熱
・
せ
き
・
倦け
ん

怠た
い

感
な
ど
の
自

覚
症
状
が
あ
る
場
合
は
、
申
告
会
場
へ
の

来
場
を
控
え
て
く
だ
さ
い
。

■
会
場
の
入
場
制
限

　
１
日
の
上
限
人
数
は
「
申
告
受
付
日
程
」

（
別
表
）
の
と
お
り
で
す
。
上
限
に
達
し

た
場
合
は
、
受
付
時
間
内
で
も
受
け
付
け

で
き
ま
せ
ん
。

■
事
前
予
約
は
で
き
ま
せ
ん

　

当
日
の
状
況
に
つ
い
て
市
民
税
務
課
や

申
告
会
場
へ
の
直
接
の
連
絡
は
ご
遠
慮
く

だ
さ
い
。

■
検
温
の
実
施

　

37
・
5
度
以
上
の
発
熱
が
認
め
ら
れ
た

場
合
は
、
職
員
の
指
示
に
従
っ
て
く
だ
さ

い
。

■
ア
ル
コ
ー
ル
消
毒
・
マ
ス
ク
着
用

　

ア
ル
コ
ー
ル
消
毒
を
実
施
し
て
入
場
し

て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
マ
ス
ク
の
着
用
を

お
願
い
し
ま
す
。

■
換
気
・
隣
席
と
の
間
隔
確
保
な
ど

　

適
宜
、
換
気
を
し
ま
す
の
で
、
一
時
的

に
申
告
会
場
が
寒
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
待
合
室
を
設
け
ま
す
が
、
適
切
な
距

離
を
保
つ
た
め
、
席
に
限
り
が
あ
り
ま
す
。

状
況
に
よ
っ
て
は
自
宅
や
車
で
の
待
機
を

お
願
い
し
ま
す
。
ま
た
、
会
場
内
で
の
大

声
の
私
語
は
控
え
て
く
だ
さ
い
。

申告受付日程

と　き 受付時間
受付番号札
配布開始時
間（予定）

受付会場 １日あたりの
入場上限者数

2月

16 木
9時～16時

8時40分～

総合市民会館
※総合市民会館の開場は、
8時40分です。開場時間に
ならないと入場できませ
ん。ご了承ください。
※2月18日（土）、19日（日）
は休日ですが、午前中に限
り申告を受け付けます。
※2月22日（水）は税の無料
相談日です。中国税理士会
から派遣された税理士に、
無料で相談ができます。(上
限24人まで）

175

17 金 175

18 土
9時～12時

－

19 日 －

20 月

9時～16時

175

21 火 175

22 水 市150+
税理士24

24 金 10時30分
～15時 10時～

マロンの里交流館
※今年度から変更

－

27 月
10時15分

～12時 10時15分～
阿多田島漁協

※阿多田地区の方のみ対象 －

10時～12時 9時30分～ 松ケ原集会所

28 火 9時～16時
8時30分～ コミュニティサロン玖波

175

3月

1 水 9時～12時 －

2 木

9時～16時
8時30分～ 市役所

175

3 金 175

6 月 175

7 火 175

8 水 150

9 木 150

10 金 150

13 月 150

14 火 150

15 水 9時～12時 －

※ １日あたりの入場者数の制限を行います。上限を上回った場合、受付時間内に来場さ
れても申告を受け付けることができません。

※ 初めの数日間やコミュニティサロン玖波の初日は大変な混雑が予想されます。日程を
ずらしての申告、e-Taxを利用した申告、郵送による申告などにご協力ください。

※ 場所、日によって受付時間が異なりますので、間違えないようお願いします。特に2月
18日、19日の総合市民会館、3月1日のコミュニティサロン玖波、３月15日の市役所は
午前中のみの受け付けとなります。午後に来場されても申告はできませんので、注意
してください。

※ 早めに来場されても、受付番号札配布開始時間までは番号札の配布を行いません。会
場の外でお待ちください。

総合市民会館開場は
8時40分です

自 分 で申 告できます

開場時間にならないと入場で
きません。また、同会場で申
告される方は、市民スポーツ
広場（消防署北側）へ駐車し
てください。会場敷地内の駐
車場は使用できません。

申告書は、e-Tax 申告や、自
分でパソコンやスマートフォ
ンで作成または直接記入し、
郵送することもできます。３
密（密閉・密集・密接）と申
告会場の混雑を避ける観点か
らもぜひ活用してください。

確定申告書等
作成コーナー
にアクセス

申
告
・
申
請

申
告
に
必
要
な
も
の

﹇
必
ず
持
参
す
る
も
の
﹈

本
人
確
認
物

○

申
告
者
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
ま

た
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知
カ
ー
ド
な
ど

の
番
号
確
認
書
類
と
運
転
免
許
証
な
ど

の
身
元
確
認
が
可
能
な
も
の

○

控
除
対
象
の
扶
養
親
族
な
ど
の
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
が
わ
か
る
も
の

収
入
関
係

（
該
当
す
る
場
合
は
必
ず
持
参
）

○

給
与
や
公
的
年
金
が
あ
る
方
は
、
源
泉

徴
収
票
（
複
数
あ
る
場
合
は
全
て
必
要

で
す
。
忘
れ
た
場
合
は
取
り
に
帰
る
か
、

紛
失
し
た
場
合
は
発
行
元
に
再
発
行
を

お
願
い
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
）

　

※
当
日
中
の
再
入
場
は
、
最
後
尾
の
受

け
付
け
と
な
り
ま
す
。

○

事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
が
あ
る
方

は
、
収
支
の
内
訳
が
分
か
る
も
の
（
収

支
内
訳
書
な
ど
、
収
入
・
支
出
に
関
す

る
帳
簿
や
領
収
書
な
ど
）

○

生
命
保
険
の
満
期
ま
た
は
解
約
返
戻
金

（
一
時
金
）
や
個
人
年
金
を
受
け
た
方

は
、
令
和
４
年
中
の
支
払
証
明
書
（
経

費
な
ど
の
記
載
が
あ
る
も
の
）
な
ど

○

事
業
収
入
、
雑
収
入
、
シ
ル
バ
ー
人
材

セ
ン
タ
ー
配
分
金
に
関
す
る
支
払
調
書

な
ど

﹇
控
除
関
係
﹈

○
医
療
費
控
除
を
申
告
す
る
方
は
、「
医

療
費
控
除
の
明
細
書
」
ま
た
は
「
セ
ル

フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
の
明
細

書
」
な
ど
（
領
収
書
添
付
・
提
示
の
み

で
は
受
け
付
け
で
き
ま
せ
ん
。
必
ず
人

別
・
病
院
別
の
合
計
を
計
算
し
て
お
い

て
く
だ
さ
い
）

○

生
命
保
険
料
や
地
震
保
険
料
の
控
除
証

明
書

○

健
康
保
険
料
な
ど
の
社
会
保
険
料
の
納

付
確
認
書
、
領
収
書
な
ど

　

※
大
竹
市
に
支
払
っ
た
国
民
健
康
保
険

料
、
介
護
保
険
料
、
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
の
納
付
確
認
書
（
い
ず
れ
も
年

金
か
ら
の
天
引
き
分
を
除
く
も
の
が
記

載
）
は
、
１
月
下
旬
に
送
付
し
て
い
ま

す
。

　

※
非
課
税
年
金
（
遺
族
年
金
、
障
害
年

金
な
ど
）
か
ら
保
険
料
が
天
引
き
さ
れ

て
い
る
方
の
う
ち
、
申
告
す
る
方
は
、

市
民
税
務
課
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ

い
。

○

国
民
年
金
保
険
料
の
控
除
証
明
書
な
ど

　

※
電
子
デ
ー
タ
を
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
の

「
お
知
ら
せ
」
で
受
け
取
れ
る
電
子
送

付
サ
ー
ビ
ス
が
開
始
さ
れ
て
い
ま
す
。

受
け
取
っ
た
電
子
デ
ー
タ
は
、
ｅ-

Ｔ
ａ

ｘ
で
の
確
定
申
告
な
ど
で
利
用
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

○
iD

eC
o

な
ど
個
人
型
確
定
拠
出
年
金

の
支
払
証
明
書
な
ど

○

控
除
対
象
に
な
る
寄
付
金
を
申
告
す
る

場
合
は
、
受
領
証
や
振
込
票
の
控
え
な

ど
確
認
が
で
き
る
書
類

○

配
偶
者
や
扶
養
親
族
を
控
除
対
象
と
す

る
方
は
、
対
象
者
の
収
入
金
額
が
分
か

る
も
の

﹇
そ
の
他
﹈

○

申
告
書
類
や
確
定
申
告
の
案
内
が
届
い

た
方
は
、
そ
の
書
類
（
１
月
下
旬
に
発

送
済
み
）

○

申
告
者
名
義
の
口
座
番
号
が
分
か
る
も

の
（
所
得
税
が
還
付
さ
れ
る
場
合
は
必

要
）　
な
ど

そ
の
他
注
意
点

○

ふ
る
さ
と
納
税
の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
特
例

制
度
を
受
け
た
方
が
、
追
加
で
確
定
申

告
・
市
県
民
税
申
告
を
行
う
場
合
、
ワ

ン
ス
ト
ッ
プ
特
例
制
度
が
無
効
と
な
り

ま
す
。
必
ず
寄
付
金
の
領
収
書
を
持
参

し
て
く
だ
さ
い
。

○

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知
カ
ー
ド
は
、
記
載

さ
れ
た
氏
名
、
住
所
な
ど
が
住
民
票
に

記
載
さ
れ
て
い
る
内
容
と
一
致
し
て
い

る
場
合
に
限
り
利
用
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
一
致
し
な
い
場
合
は
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
記
載
の
あ
る
住
民
票
を
準
備
し

て
く
だ
さ
い
。

申
告
受
付
日
程
と
会
場

　
申
告
受
付
日
程
は
、
表
の
と
お
り
で
す
。

　

初
め
の
数
日
間
は
申
告
会
場
が
大
変
混

雑
す
る
た
め
、
待
ち
時
間
が
長
く
な
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
申
告
会
場
で
番
号
札
を

お
渡
し
し
ま
す
の
で
、
指
定
さ
れ
た
時
間

ま
で
に
必
ず
会
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※
申
告
書
類
は
、
申
告
会
場
や
市
民
税
務

課
、
各
支
所
に
あ
り
ま
す
。
な
お
、
申
告

2月16日㊍▶3月15日㊌
確定申告
市県民税申告始まります
問い合わせ　市民税務課　☎59-2128

確定申告・市県民税申告の
時期になりました。
令和５年１月１日現在で市
内にお住まいの方を対象に、
申告を受け付けます。ただ
し、内容によっては、市の
会場ではできない申告があ
ります。その場合は、税務
署で申告してください。
【例】青色申告、住宅借入金
等特別控除の初めての申告、
分離課税（土地・建物の売却、
株の売買など）所得の申告
など
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国
民
健
康
保
険
高
額
療
養
費
の
支
給
勧

奨
が
始
ま
り
ま
し
た
。
令
和
４
年
10
月
以

降
の
診
療
に
つ
い
て
高
額
療
養
費
の
対
象

に
な
る
方
へ
申
請
書
を
送
付
し
ま
す
。
一

度
申
請
す
れ
ば
原
則
対
象
月
以
降
に
高
額

療
養
費
の
対
象
が
あ
れ
ば
、
登
録
さ
れ
た

世
帯
主
の
口
座
に
自
動
的
に
振
り
込
み
ま

す
。
振
り
込
ま
れ
る
目
安
と
し
て
は
、
診

療
月
か
ら
約
３
カ
月
後
で
す
。

高
額
療
養
費
制
度
と
は

　

１
カ
月
（
同
月
内
）
に
病
院
な
ど
で
保

険
証
を
利
用
し
て
支
払
う
一
部
負
担
金
が

【
高
額
療
養
費
（
自
己
負
担
限
度
額
一
覧
）】

の
表
の
自
己
負
担
限
度
額
を
超
え
た
場

合
、
そ
の
超
え
た
金
額
が
支
給
さ
れ
る
制

度
で
す
。
た
だ
し
、
70
歳
未
満
の
方
は
、

２
万
１
０
０
０
円
以
上
の
自
己
負
担
し
た

診
療
の
み
合
算
で
き
ま
す
。

高額療養費（自己負担限度額一覧）
（国民健康保険以外の保険に加入されている方はこの表と異なる場合があります）

70歳未満の方（国民健康保険被保険者）

区　分 自己負担限度額
（1カ月）

標準負担額
（1食）

療養病床入院の場合の標準負担額
食費（1食） 居住費（1日）

基礎控除後の「総所得金額等」が
９０１万円を超える世帯
（認定証に「ア」と表記）

252,600円＋（医療費－842,000円）×1％
ただし、過去12カ月で4回以上該当した場合は、

4回目から140,100円となります。

460円 460円
（※1）

370円

基礎控除後の「総所得金額等」が
６００万円を超え９０１万円以下の世帯

（認定証に「イ」と表記）
167,400円＋（医療費－558,000円）×1％
ただし、過去12カ月で4回以上該当した場合は、

4回目から93,000円となります。

基礎控除後の「総所得金額等」が
２１０万円を超え６００万円以下の世帯

（認定証に「ウ」と表記）
80,100円＋（医療費－267,000円）×1％
ただし、過去12カ月で4回以上該当した場合は、

4回目から44,400円となります。

基礎控除後の「総所得金額等」が
２１０万円以下の世帯
（認定証に「エ」と表記）

57,600円
ただし、過去12カ月で4回以上該当した場合は、

4回目から44,400円となります。

市民税非課税世帯
同一世帯の世帯主、被保険者全員が

市民税非課税の世帯
（認定証に「オ」と表記）

35,400円
ただし、過去12カ月で4回以上該当した場合は、

4回目から24,600円となります。

210円
長期入院該当
160円（※2）

210円 370円〔　　〕
70歳以上の方

区　分 自己負担限度額
（1カ月）

標準負担額
（1食）

療養病床入院の場合の標準負担額
食費（1食） 居住費（1日）

現役並み所得者
保険証の負担割合が3割

Ⅲ
（認定証は不要）
課税所得690万円以上

252,600円＋（医療費－842,000円）×1％
ただし、過去12カ月で4回以上該当した場合は、

4回目から140,100円となります。

460円 460円
（※1）

370円

Ⅱ
課税所得380万円以上
　　　　690万円未満

167,400円＋（医療費－558,000円）×1％
ただし、過去12カ月で4回以上該当した場合は、

4回目から93,000円となります。

Ⅰ
課税所得145万円以上
　　　　380万円未満

80,100円＋（医療費－267,000円）×1％
ただし、過去12カ月で4回以上該当した場合は、

4回目から44,400円となります。

一　般
保険証の負担割合が2割で市民税課税世帯
（認定証は不要）

入院 ：57,600円
（4回目以降は、44,400円）

外来 ：18,000円
（8月～翌年7月の年間限度額は144,000円）

市
民
税
非
課
税
世
帯

低所得者Ⅱ
同一世帯の世帯員全員※3が市民税非課税
（認定証に「区分Ⅱ」と表記）

入院 ：24,600円

外来 ：  8,000円

210円
長期入院該当
160円 ※2

210円 370円

低所得者Ⅰ
同一世帯の世帯員全員※3が市民税非課税で、世帯
の各所得が必要経費・控除（年金の所得は控除額を
80万円で計算）を差し引いたときに0円となる方
（認定証に「区分Ⅰ」と表記）

入院 ：15,000円

外来 ：  8,000円
100円

130円
老齢福祉年金
受給者
100円

370円
老齢福祉年金
受給者
0円

〔　　〕

〔　　〕〔　　〕
※１　栄養士による食事療養が行われているなど、一定の要件を満たす届け出をしている医療機関に入院したとき。それ以外は、420円となります。
※２　過去12カ月で90日を超える入院があった場合に長期入院該当となります。
※３　国民健康保険の場合は、「同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者」となります。

国民健康保険
高額療養費支給勧奨が
始まります―
　問い合わせ　保健医療課　☎59-2141

申
告
・
申
請

　

確
定
申
告
会
場
の
混
雑
を
緩
和
す
る
た

め
、
申
告
会
場
へ
の
入
場
に
は
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

で
事
前
に
発
行
す
る
入
場
整
理
券
が
必
要

で
す
。

　

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
国
税
庁
を
友
だ
ち
登
録
す

る
と
、
相
談
し
た
い
日
と
時
間
帯
を
事
前

に
予
約
で
き
ま
す
。（
時
間
帯
ご
と
に
相

談
可
能
件
数
に
上
限
が
あ
り
ま
す
）

　

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
に
よ
る
予
約
の
ほ
か
、
申
告

会
場
で
も
入
場
整
理
券
（
当
日
券
）
を
配

布
し
て
い
ま
す
が
、
配
布
状
況
に
よ
っ
て

は
、
後
日
の
来
場
を
お
願
い
す
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

お
願
い

　

申
告
会
場
で
は
、
ご
自
分
の
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
を
利
用
し
た
申
告
を
推
奨
し
ま
す

の
で
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
持
っ
て
い
る

方
は
、
必
ず
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

　

来
場
の
際
は
、
マ
ス
ク
を
着
用
し
て
、

手
指
の
ア
ル
コ
ー
ル
消
毒
と
検
温
に
ご
協

力
く
だ
さ
い
。
37
・
5
度
以
上
の
発
熱
が

あ
る
場
合
は
、
入
場
で
き
ま
せ
ん
。

　

確
定
申
告
は
、
と
て
も
便
利
な
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
か
ら
が
お
す
す
め
で
す
。
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
活
用
し
た
申
告
は
、
機

能
が
い
ろ
い
ろ
追
加
さ
れ
て
お
り
、
給
与

所
得
の
源
泉
徴
収
票
を
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

の
カ
メ
ラ
で
撮
影
す
る
と
、
金
額
や
支
払

者
な
ど
の
情
報
が
自
動
入
力
さ
れ
た
り
、

１
月
か
ら
青
色
申
告
決
算
書
・
収
支
内
訳

書
が
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
作
成
可
能
と

な
っ
た
り
す
る
な
ど
、
よ
り
一
層
便
利
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　

感
染
症
リ
ス
ク
を
軽
減
す
る
た
め
、
確

定
申
告
は
、国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
確

定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」（
右
下
の

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
ご
覧
く
だ
さ
い
）
を
利

用
し
て
、
自
宅
な
ど
で
作
成
、
提
出
を
お

願
い
し
ま
す
。

申
告
会
場
へ
の
来
場

　

感
染
症
対
策
の
一
環
と
し
て
、
１
月
30

日
㈪
か
ら
３
月
15
日
㈬
（
土
・
日
曜
日
、

祝
日
を
除
く
）
ま
で
の
期
間
、
廿
日
市
税

務
署
に
申
告
会
場
を
設
け
て
い
ま
す
。

■
障
害
者
控
除

　

障
害
者
手
帳
を
持
っ
て
い
な
く
て
も
、

次
の
方
は
障
害
者
控
除
に
必
要
な
認
定
書

が
交
付
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

対　

象

　

市
内
在
住
の
65
歳
以
上
の
方
で
、
身
体

の
障
害
ま
た
は
認
知
症
の
状
態
が
一
定
の

基
準
に
該
当
す
る
と
福
祉
事
務
所
長
が
認

定
し
た
方

■
医
療
費
控
除
（
お
む
つ
代
）

　

お
む
つ
を
使
用
し
て
い
る
方
で
、
次
の

方
は
医
師
の
お
む
つ
使
用
証
明
が
な
く
て

も
、
お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除
に
必
要
な

確
認
書
が
交
付
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

対　

象

　

要
介
護
認
定
を
受
け
て
お
り
、
一
定
の

基
準
に
該
当
す
る
方
で
、
昨
年
に
引
き
続

き
お
む
つ
代
を
医
療
費
控
除
と
し
て
申
告

す
る
方

■
申　

請

　
い
ず
れ
も
地
域
介
護
課
へ
。

　

障
害
の
あ
る
方
が
一
つ
一
つ
丁
寧
に

作
っ
た
お
菓
子
や
食
品
、雑
貨
な
ど
を
も
っ

と
た
く
さ
ん
の
方
に
手
に
取
っ
て
も
ら
え

る
よ
う
、
オ
ン
ラ
イ
ン
特
設
サ
イ
ト
上
で

さ
ま
ざ
ま
な
セ
ッ
ト
商
品
を
紹
介
す
る
と

と
も
に
、
期
間
限
定
で
販
売
し
ま
す
。

　

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
実
施
に
よ
り
、
障
害

の
あ
る
方
や
障
害
者
福
祉
事
業
所
へ
の
理

解
を
深
め
、
障
害
の
あ
る
方
の
自
立
や
社

会
参
加
の
促
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
い
ま
す
。

実
施
期
間

　
2
月
13
日
㈪
ま
で

送
料
な
ど

　

２
０
０
０
円
以
上
お
買
い
上
げ
の
場

合
、
送
料
無
料

取
扱
商
品
に
つ
い
て

　

県
内
の
事
業
所
と
市
町
な
ど
が
連
携

し
、『
春
』を
テ
ー
マ
に
企
画
し
た
お
菓
子
、

食
品
お
よ
び
雑
貨
、
日
用
品
の
詰
め
合
わ

せ
セ
ッ
ト　
約
70
種
類

廿
日
市
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

感
染
症
リ
ス
ク
軽
減
の
た
め

確
定
申
告
は
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で

　
　
　

問
い
合
わ
せ　

廿
日
市
税
務
署　

☎
０
８
２
９
32
１
２
１
７︵
代
表
︶

障害者
医療費

問い合わせ
　地域介護課　☎59-2144

控
除

障害のある方たちが作ったモノ、身近に。

問い合わせ
　キャンペーン事務局（広島県就労振興センター）
　☎082-252-3100

キャンペーンサイト
QRコード

＠っ
と（あ

っと）ひろしま!

つなが
るキャンペーン

「確定申告書等作成
コーナー」はこちら
から。
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ひ
と
り
親
世
帯
分

  

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

の
長
期
化
に
よ
り
、
子
育
て
と
仕
事
を
１

人
で
担
う
低
所
得
の
ひ
と
り
親
世
帯
の
生

活
を
支
援
す
る
た
め
、
特
別
給
付
金
を
支

給
し
て
い
ま
す
。
要
件
を
満
た
す
方
は
手

続
き
が
必
要
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

対　

象

1
令
和
４
年
４
月
分
の
児
童
扶
養
手
当
の

支
給
を
受
け
て
い
る
方

2
公
的
年
金
給
付
な
ど
を
受
給
し
て
お

り
、
令
和
４
年
４
月
分
の
児
童
扶
養
手

当
の
支
給
が
全
額
停
止
さ
れ
る
方
（
既

に
児
童
扶
養
手
当
受
給
資
格
者
と
し
て

の
認
定
を
受
け
て
い
る
方
だ
け
で
は
な

く
、
児
童
扶
養
手
当
の
申
請
を
し
て
い

れ
ば
、
令
和
４
年
４
月
分
の
児
童
扶
養

手
当
の
支
給
が
全
額
ま
た
は
一
部
停
止

さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
方
も
対
象
と
な

り
ま
す
）

3
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

を
受
け
て
家
計
が
急
変
す
る
な
ど
、
収

入
が
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い
る

方
と
同
じ
水
準
と
な
っ
て
い
る
方

※
1
に
該
当
す
る
方
に
は
既
に
支
給
済
み

で
す
。

※
2
ま
た
は
3
に
該
当
す
る
方
で
あ
っ
て

も
、
低
所
得
の
子
育
て
世
帯
に
対
す
る
子

育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金
（
ひ
と

り
親
世
帯
以
外
の
低
所
得
の
子
育
て
世
帯

分
）
の
支
給
を
既
に
受
け
て
い
る
方
ま
た

は
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
決
定
し
て
い
る

方
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

支
給
額　
児
童
１
人
に
つ
き
５
万
円

申
請
手
続
き

　

支
給
対
象
者
2
・
3
に
該
当
す
る
方
は

申
請
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

必
要
書
類

　

支
給
対
象
者
2
の
う
ち
児
童
扶
養
手
当

の
受
給
資
格
の
認
定
を
受
け
て
い
な
い
方

ま
た
は
3
の
方
は
次
の
も
の

○

申
請
書（
福
祉
課
に
備
え
付
け
。
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
で
き

ま
す
）

○

申
請
者
の
本
人
確
認
書
類
の
写
し

○

申
請
者
本
人
の
通
帳
の
写
し

○

戸
籍
謄
本
ま
た
は
抄
本
（
既
に
児
童
扶

養
手
当
の
受
給
資
格
者
と
し
て
認
定
を

受
け
て
い
る
方
は
不
要
で
す
）

○

障
害
の
状
態
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る

場
合
は
確
認
す
る
た
め
の
書
類

○

簡
易
な
収
入
額
等
の
申
立
書

○

令
和
２
年
２
月
以
降
の
収
入
を
証
明
す

る
書
類
（
給
与
明
細
書
・
公
的
年
金
証

書
な
ど
）

申
請
期
限

　

ど
ち
ら
も
２
月
28
日
㈫
ま
で
に
必
要
書

類
を
福
祉
課
へ
。

給
付
金
の
流
れ

①
妊
娠
届
け
出
時
（
母
子
健
康
手
帳
交
付
時
）

　

お
お
た
け
版
ネ
ウ
ボ
ラ
（
保
健
医
療
課

⑩
番
窓
口
）
で
保
健
師
な
ど
に
よ
る
面
談

を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

　

妊
娠
・
出
産
ま
で
の
困
り
ご
と
に
つ
い

て
、必
要
な
情
報
の
提
供
、相
談
窓
口
の
紹

介
な
ど
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。
面
談
時
に
、

給
付
金
支
給
に
つ
い
て
案
内
し
ま
す
。

②
出
産
後

　

出
生
届
の
際
に
、
申
請
書
と
こ
ん
に
ち

は
赤
ち
ゃ
ん
訪
問
連
絡
票
（
ア
ン
ケ
ー
ト
）

を
お
渡
し
し
ま
す
。
申
請
は
、
産
婦
さ
ん

と
面
談
で
き
た
場
合
に
受
理
可
能
で
す
。

詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

③
事
業
開
始
前
に
出
産
さ
れ
た
方

　

１
月
下
旬
に
申
請
書
と
ア
ン
ケ
ー
ト
を

送
付
し
て
い
ま
す
。

※
窓
口
や
面
談
で
申
請
が
難
し
い
場
合
は
、

相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

　電力・ガス・食料品などの価格高騰
により負担が増加し、特に家計への影
響が大きい住民税非課税世帯の方に対
し、生活・暮らしの支援を行うため、
一世帯あたり５万円の緊急支援給付金
を支給しています。
【住民税非課税世帯】
支給対象
　次のいずれにも該当する世帯
① 令和４年９月 30 日時点で大竹市に

住んでいる
② 同一の世帯に属する方全員が、令和

４年度分の住民税均等割が非課税に
なっている（住民税が課税されてい
る方の扶養親族などのみで構成され
る世帯は除く）
手続き
　該当すると思われる方には確認書を
送っていますので、内容を確認して返
送してください。
返送期限　２月 28 日㈫
【家計急変世帯】
支給対象
　住民税非課税世帯の支給対象②に該
当しないものの、同一の世帯に属する
方全員の、それぞれ１年間の収入見込
額または所得見込額が、予期せず住民
税非課税となる水準に相当する額以下
に急変した世帯
手続き
　地域介護課で申請してください。そ
の際に次の３つをお持ちください。①
本人確認書類②令和４年分の確定申告
書、住民税申告書、源泉徴収票などの
いずれかの写し、その他収入所得が確
認できるもの③支給を希望する金融機
関口座の通帳
申請期限　２月 28 日㈫
※不明な点は地域介護課へ問い合わせ
てください。
内閣府コールセンター
受付時間　９時～20 時
☎ 0120-526 -145

（土・日曜日、祝日を除く）

電力・ガス・食料品等
価格高騰緊急支援給付金
問い合わせ
　地域介護課　☎59-2152

申請期限

2月28日○火

申請

お急ぎください ひ
と
り
親
世
帯
以
外
分

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

が
長
期
化
す
る
中
で
、
低
所
得
の
子
育
て

世
帯
を
支
援
す
る
た
め
、
特
別
給
付
金
を

支
給
し
て
い
ま
す
。

※
特
別
給
付
金
（
ひ
と
り
親
世
帯
分
）（
市

広
報
令
和
４
年
７
月
号
18
ペ
ー
ジ
参
照
）

を
受
け
取
っ
た
方
は
対
象
外
で
す
。

支
給
額

　
児
童
１
人
に
つ
き
５
万
円

申
請
手
続
き

　
次
の
方
は
申
請
が
必
要
で
す
。

①
平
成
16
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
19
年
４

月
１
日
ま
で
の
間
に
出
生
し
た
児
童
の

み
を
養
育
し
て
い
る
方
で
、
令
和
４
年

度
分
の
住
民
税
均
等
割
が
非
課
税
の
方

（
該
当
す
る
方
に
は
申
請
書
類
を
送
付

済
み
）

②
令
和
４
年
４
月
か
ら
令
和
５
年
３
月
ま

で
の
い
ず
れ
か
の
月
分
の
児
童
手
当
・

特
別
児
童
扶
養
手
当
の
受
給
者
、
ま
た

は
平
成
16
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
19
年

４
月
１
日
ま
で
の
間
に
出
生
し
た
児
童

の
養
育
者
で
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
影
響
を
受
け
て
令
和
４
年
１

月
１
日
以
降
の
収
入
が
急
変
し
、
住
民

税
非
課
税
相
当
の
収
入
と
な
っ
た
方

（
家
計
急
変
者
）

申
請
書
類
（
②
の
方
の
場
合
）

○

申
請
書

○

申
請
者
（
収
入
金
額
の
高
い
方
）
の
本

人
確
認
書
類
の
写
し

○

児
童
と
の
関
係
性
を
確
認
で
き
る
書
類

の
写
し
（
市
内
で
児
童
と
同
居
し
て
い

る
場
合
は
不
要
）

○

申
請
者
の
通
帳
ま
た
は
キ
ャ
ッ
シ
ュ

カ
ー
ド
の
写
し

○

簡
易
な
収
入（
所
得
）見
込
額
の
申
立
書

○

申
請
者
、
配
偶
者
な
ど
の
令
和
４
年
１

月
以
降
の
１
カ
月
の
収
入
額
が
分
か
る

書
類
（
給
与
明
細
書
な
ど
）

※
申
請
書
・
申
立
書
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※
詳
し
く
は
市
広
報
令
和
４
年
７
月
号
の

18
ペ
ー
ジ
ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

　

国
の
総
合
経
済
対
策
の
一
環
と
し
て
、

出
産
・
子
育
て
世
帯
に
10
万
円
の
経
済
的

支
援
を
行
う
こ
と
が
決
ま
り
ま
し
た
。

　

市
も
１
月
か
ら
、
現
金
10
万
円
（
妊
娠

時
に
５
万
円
、
出
産
時
に
５
万
円
）
を
給

付
す
る
事
業
を
始
め
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
給
付
金
は
、
妊
娠
期
か
ら

子
育
て
期
ま
で
切
れ
目
の
な
い
支
援
を
身

近
で
行
う
「
伴
走
型
相
談
支
援
」
と
一
体

的
に
実
施
し
ま
す
。

対　

象

　

令
和
４
年
４
月
１
日
以
降
に
出
産
し
た

方
（
所
得
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
）

住民税非課税相当の収入の目安

世帯の人数（注） 非課税相当収入
限度額（年額）

２人 （例）夫（婦）＋子１人 １４６．９万円
３人 （例）夫婦＋子１人 １８７．７万円
４人 （例）夫婦＋子２人 ２３２．７万円
５人 （例）夫婦＋子３人 ２７７．７万円
６人 （例）夫婦＋子４人 ３２２．７万円

（注）世帯人数は、次の合計人数です。
　　・申請者（収入金額の高い方）
　　・同一生計配偶者（収入金額103万円以下の方）
　　・扶養親族（16歳未満の方も含みます）

（注） 申請者の年間収入見込額が、非課税相当収入限度額
以下となることが要件の１つです。

申請期限2月28日○火まで
低
所
得
の

子
育
て
世
帯
へ
の

生
活
支
援
特
別
給
付
金

　
　
　
　

問
い
合
わ
せ

　
　
　
　
　

福
祉
課　

☎
59
２
１
４
８

出産・子育て世帯に10万円
「伴走型支援」
「出産・子育て応援給付金」

問い合わせ　保健医療課　☎59-2140

令和４年７月号
はこちらから

1617 OTAKE 2023（令和5）.2OTAKE 2023（令和5）.2




